技術評価点数算定基礎申告書
商号・名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許可番号　　知事・大臣　　　第　　　　　　　号
○雇用者数　　　　　　　　人　（上限４０人まで）
　　　（審査基準日（決算日）において雇用している者のうち、県内営業所で常勤かつ建設業に携わっている者の数です）
○ 機械・運搬具
（１）台数　　　　　　　　台　（上限１５台まで）
　（審査対象決算期内に特定自主検査を受検している建設機械（ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル）の台数です。経営事項申請書－別紙三－その他の審査項目（社会性等）－建設機械の保有状況に記載の台数です。）
（２）残存価格　　　　　　　　　千円
　　　（決算変更届の貸借対照表（様式第15号又は第18号）中、「固定資産」の「機械・運搬具」の額です。）
○ＩＳＯ規格の認証取得
　　（審査基準日（決算日）時点で、・取得済み　・取得していない　のいずれかを○で囲み、取得済みの場合は、（　　）内の取得しているものを○で囲んでください。）
　　　　・取得済み（　ＩＳＯ１４００１　・　ＩＳＯ９００１　）
　　　　・取得していない
○「ほ装工事業」の申請
　　　（経営事項審査における「ほ装工事業」の申請状況です。・申請する　・申請しない　のいずれかを○で囲み、

申請する場合は、（　　）内の該当する級の舗装施行管理者の人数を記入してください。舗装施行管理技術者がいない場合は　・舗装施行管理技術者なし　を○で囲んでください。）
　　　　・申請する

・１級舗装施行管理技術者　　　人　　　・舗装施行管理技術者なし

・２級舗装施行管理技術者　　　人

　　　　・申請しない
